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けんこう information

　

か
づ
の
厚
生
病
院
・
鹿
角
中
央
病
院
で
の

脳
ド
ッ
ク
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。

❖
自
己
負
担
額

か
づ
の
厚
生
病
院
（
募
集
人
数
：
75
人
程
度
）

脳
ド
ッ
ク　

1
万
6
２
０
０
円

脳
ド
ッ
ク
ミ
ニ
コ
ー
ス　

８
６
５
０
円

鹿
角
中
央
病
院
（
募
集
人
数
：
25
人
程
度
）

脳
ド
ッ
ク　

１
万
２
千
円

❖
対
象
者　

40
歳
～
74
歳
ま
で
の
市
民
（
昭
和

21
年
４
月
２
日
生
か
ら
昭
和
56
年
４
月
１
日
生
）

※
現
在
加
入
の
健
康
保
険
で
脳
ド
ッ
ク
の
助

成
を
受
け
ら
れ
る
方
、
平
成
29
年
度
か
ら
令

和
元
年
度
に
市
の
脳
ド
ッ
ク
助
成
を
受
け
た

方
は
除
き
ま
す
。

❖
実
施
期
間　

６
月
～
令
和
３
年
２
月

❖
申
し
込
み
・
受
診
方
法

①
保
健
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
各
支
所
に
設
置
し

て
い
る
「
鹿
角
市
脳
ド
ッ
ク
申
込
書
」
を
郵

送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接
す
こ
や
か
子
育
て

課
健
康
づ
く
り
班
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
、
決
定

者
に
脳
ド
ッ
ク
決
定
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

②
決
定
し
た
病
院
で
受
診
日
を
予
約
し
て
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

❖
申
込
期
限　

４
月
23
日
木

※
市
外
の
医
療
機
関
で
の
受
診
を
希
望
さ
れ

る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

す
こ
や
か
子
育
て
課 

    

健
康
づ
く
り
班 

　

 

☎
30
‐
０
１
１
９ 

❖
対
象
者

※
重
い
障
が
い
を
持
つ
方
に
交
付
し
て
い
る

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
（
11
ペ
ー
ジ
掲
載
）
の
交

付
を
受
け
て
い
る
方
、
本
人
や
同
居
家
族
が

自
動
車
を
使
用
し
て
い
る
方
、
介
護
保
険
施

設
に
入
所
中
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

❖
持
ち
物　

印
鑑
（
代
理
申
請
の
場
合
、
助
成

対
象
者
と
代
理
人
の
印
鑑
が
必
要
）

問 

あ
ん
し
ん
長
寿
課 

高
齢
者
支
援
班 

　

 

☎
30
‐
０
２
３
４

　

４
月
下
旬
に
、
各
自
治
会
の
保
健
協
力
員

を
通
じ
て
「
令
和
２
年
度
検
診
の
ご
案
内
（
緑

色
）
」
と
「
検
診
申
込
書
」
を
配
布
し
ま
す
。

　

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
や
市
役
所
、
各
支
所

に
も
配
置
し
て
い
ま
す
の
で
、
検
診
の
ご
案

内
を
ご
確
認
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

❖
申
込
締
切　

５
月
18
日
🈷

問 

す
こ
や
か
子
育
て
課 

健
康
づ
く
り
班  

    

☎
30
‐
０
１
１
９

　　

65
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
は
り
・
き
ゅ

う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
受
療
券
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
発
行
は
１
人
に
つ
き
年
１
回
限
り
で
、

再
交
付
は
し
ま
せ
ん
の
で
紛
失
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

❖
対
象
者　

65
歳
以
上
の
市
民

❖
助
成
額　

１
回
の
受
療
に
つ
き
1
千
円
の

助
成
を
年
４
回

❖
持
参
す
る
も
の　

本
人
確
認
書
類
（
免
許

証
な
ど
） 

、
認
め
印

❖
発
行
場
所　

市
民
課
ま
た
は
各
支
所

❖
施
術
を
受
け
ら
れ
る
機
関　

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

　

満
80
歳
以
上
の
対
象
と
な
る
方
に
対
し
て
、

１
枚
５
０
０
円
の
タ
ク
シ
ー
券
を
１
カ
月
あ
た

り
２
枚
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
の
申
請
は
、
あ
ん
し
ん
長
寿
課

高
齢
者
支
援
班
（
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
）
窓
口

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

問 

税
務
課 

課
税
班 

☎
30
‐
０
２
１
３

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

問 

あ
ん
し
ん
長
寿
課 

高
齢
者
支
援
班 

　

 

☎
30
‐
０
２
３
４

　　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の
徴

収
が
猶
予
ま
た
は
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　

世
帯
主
な
ど
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
生
活
保
護
基
準
以
下
の
場
合
に
対

象
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
民
課
国
保
医

療
班
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

❖
減
免
の
要
件

①
震
災
、
風
災
害
、
火
災
な
ど
に
よ
り
死
亡

も
し
く
は
障
が
い
者
と
な
っ
た
、
ま
た
は
資

産
に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
と
き

②
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
な
ど
に
よ
る
農

作
物
の
不
作
な
ど
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど

に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

④
そ
の
他
類
す
る
事
由
が
あ
っ
た
と
き

問 

市
民
課 
国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

　

進
学
や
就
職
、
引
っ
越
し
な
ど
に
よ
り
、

国
保
・
社
会
保
険
な
ど
を
切
り
替
え
る
際
は

届
け
出
が
必
要
で
す
。
市
民
課
国
保
医
療
班

ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

事
業
主
の
方
へ
お
願
い

　

社
会
保
険
の
資
格
取
得
（
喪
失
）
連
絡
票

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険
料
率
は
２

年
ご
と
に
改
定
さ
れ
、
令
和
２
年
度
か
ら
の

保
険
料
率
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
所
得

が
一
定
以
下
の
世
帯
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
割

合
も
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

改
定
後
の
保
険
料
率
に
基

づ
く
保
険
料
額
は
７
月
中
旬

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

　

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
、
特
別
徴
収

(

年
金
か
ら
の
引
去
り)

で
納
め
て
い
る
方

は
仮
徴
収
制
度
が
あ
り
ま
す
。
２
月
に
徴
収

さ
れ
た
保
険
料
と
同
額
が
４
月
・
６
月
・
８

月
の
年
金
か
ら
仮
徴
収
額
と
し
て
徴
収
さ
れ

ま
す
。

　

新
た
に
4
月
か
ら
特
別
徴
収
が
開
始
と
な

る
方
や
普
通
徴
収
（
納
付
書
払
い
、
口
座
振

替
払
い
）
の
方
へ
仮
徴
収
額
の
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
納
付
書
払
い
の
方
は
、
同
封

の
納
付
書
に
よ
り
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　

令
和
２
年
度
に
納
付
す
べ
き
本
徴
収
額
は
、

令
和
元
年
中
の
所
得
が
確
定
し
た
後
に
再
計

算
さ
れ
、
10
月
以
降
の
徴
収
に
お
い
て
調
整

さ
れ
ま
す
。
本
徴
収
の
お
知
ら
せ
は
、
7
月

中
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

納
付
方
法
の
変
更

　

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
は
申
し
出
に
よ
り
、
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
か
ら
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
市
内
に
支
店
の
あ
る
金
融
機
関

で
利
用
可
能
）
。
金
融
機
関
窓
口
で
口
座
振

替
の
手
続
き
を
行
っ
た
後
、
国
民
健
康
保
険

税
は
税
務
課
課
税
班
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
は
市
民
課
国
保
医
療
班
の
窓
口
で
手
続

き
が
必
要
で
す
。

医
療
費
窓
口
負
担
の
減
免
制
度

後
期
高
齢
者
医
療

令
和
２
年
度
か
ら
の
保
険
料
率

保
険
料
・
保
険
税
の
仮
徴
収

国
保
へ
の
届
け
出
は
お
済
み
で
す
か

～
14
日
以
内
に
届
け
出
を
～

高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
申
請

脳
ド
ッ
ク
助
成

　

風
し
ん
の
ま
ん
延
予
防
の
た
め
、
抗
体
検

査
を
受
け
、
抗
体
価
が
低
い
場
合
は
予
防
接

種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

ク
ー
ポ
ン
券
に
つ
い
て

　

平
成
31
年
度
に
送
付
し
て
い
る
ク
ー
ポ
ン

券
は
令
和
2
年
度
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

抗
体
検
査
お
よ
び
予
防
接
種
を
ま
だ
受
け
て

い
な
い
方
は
、
す
で
に
送
付
さ
れ
て
い
る
ク

ー
ポ
ン
券
を
持
参
の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
紛
失
し
た
方

は
、
再
発
行
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

❖
対
象
者　

昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

54
年
４
月
１
日
生
の
男
性

❖
料
金　

無
料
（
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
）

問 

す
こ
や
か
子
育
て
課 

健
康
づ
く
り
班  

    

☎
30
‐
０
１
１
９

４月の献血車訪問

とき 受付時間 ところ

９日木

9 時～11時 鹿角地域振興局

13 時～

13 時 45 分

東北電力㈱鹿角

電力センター

14 時 45 分～

16 時 45 分
かづの厚生病院

＊  400 ミリリットル献血にご協力をお願いし

ます。輸血患者の副作用軽減につながりま

す。

各
種
検
診
が
始
ま
り
ま
す

成
人
の
風
し
ん
抗
体
検
査
・
予
防

接
種

・
本
市
に
住
所
が
あ
り
在
宅
で
生
活
を
し
て

い
る
満
80
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方

・
満
80
歳
以
上
の
方
で
65
歳
以
上
の
高
齢
者

（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は
健

康
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
65
歳
未

満
の
方
を
含
む
）
の
み
の
世
帯
で
暮
ら
し
て

い
る
方

❖
共
通　

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
、

本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）
、

認
め
印

就
職
し
て
社
会
保
険
加
入

　

社
会
保
険
の
保
険
証
、
国
保
の
保
険
証

退
職
な
ど
で
社
会
保
険
脱
退 

　

社
会
保
険
の
資
格
喪
失
連
絡
票

※
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
の
場
合
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証

世
帯
主
変
更
、
名
字
変
更
、
住
所
の
変
更 

　

国
保
の
保
険
証

進
学
し
て
市
外
に
転
出 

　

国
保
の
保
険
証
、
在
学
証
明
書

卒
業
し
て
学
生
で
な
く
な
っ
た 

　

マ
ル
学
保
険
証
、
卒
業
証
明
書

【
花
輪
】
木
村
鍼
灸
治
療
室
、
田
口
治
療
院
、

に
し
む
ら
訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

【
八
幡
平
】
東
玄
堂
、
訪
問
鍼
灸
さ
い
と
う

【
尾
去
沢
】
丸
山
鍼
灸
院

【
大
湯
】
西
村
鍼
灸
整
骨
院

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

受
療
券
交
付
が
始
ま
り
ま
す

保険料率

令和２・３年度

均等割額 43,100 円

所得割率 8.38 ％

均等割額の軽減措置

世帯主および被保険者の総所得金額などが

下記の基準を超えない世帯

令和２年度から

軽減割合 均等割額

基礎控除額（33 万円） 7.75 割 9,697 円

被保険者全員が年金収入 80 万円

以下で、その他各所得がない場合
７割 12,930 円

基礎控除額（33 万円）

+
※

28 万 5 千円×被保険者の数

（※変更前は 28 万円）

５割 21,550 円

基礎控除額（33 万円）

+
※

52 万円×被保険者の数

（※変更前は 51 万円）

２割 34,480 円

市ホームページは

こちら

※後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方（制度加入後

２年間のみ適用）は、均等割額 21,550 円、割合にして５割軽減されます。


